
二十一　酒類製造業

　イ　製造する品目に応じて、製麹をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成（蒸留・圧搾を含
む。）をし、及び製品の包装充填及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合
にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

　ロ　製品の包装充填をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び検瓶並びに製造又は組
立をする設備を有すること。

　ハ　製造品目に応じて、洗浄、浸漬、蒸きょう、製麹、糖化、煮沸、発酵、蒸留、圧搾、火入れ、調
合、ろ過、充填及び密栓に必要な設備等を有すること。


